
基 登第 03 3 1034 号 

平成 1 6 年 3 月 3 1 日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 
( 公印省略 ) 

メンタルヘルス 対策の推進の 実施について 

「事業場における 労働者の心の 健康づくりのための 指針」の普及・ 定着を図るため、 平 

成 1 5 年度より中央労働災害防止協会に「労働者等のメンタルヘルス 対策の推進」事業の 

実施を委託していたところであ るが、 平成丁 6 年度より、 独立行政法人労働者健康福祉機 

構 で実施する「事業場覚におけるメンタルヘルスに 関する相談機能の 強化」とあ わせて、 

事業 名を 「メンタルヘルス 対策の推進」と 改めたところであ る。 

ついてほ、 中央労働災害防止協会への 委託事業部分について「労働者等のメンタルヘル 

ス 対策の推進実施要綱」を 別添のとおり 改正し、 同要綱に基づき、 標記事業を実施するこ 

ととしたので、 了知されたい。 

なお、 本通達をもって 平成 1 5 年 3 月 3 丁日付け 基 登第 0331030 号「労働者等のメンタ 

ルヘルス対策の 推進の実施について」は、 廃止する。 

 
 

  

 
 

 
 






